
67ｔｈ 茨城ヘアーフェスタ テクニック＆モード 

 

 

開 催 日 時   令 和 8 年 5 月 1 2 日 (火 曜 日 )  

     S  T  A  R  T  P M  1 3 : 3 0～ （ 予 定 ）  

 

会    場   茨 城 県 理 容 会 館   

 

主    催   茨 城 県 理 容 生 活 衛 生 同 業 組 合  



 ＊ ＊ ＊ 大 会 要 項 ＊ ＊ ＊   

 

１ ． と    き  令 和 8 年 5 月  1 2 日 (火 )  

２ ． と  こ  ろ  茨 城 県 理 容 会 館 （ 水 戸 市 常 磐 町 2 - 3 - 3 7）  

３ ． 競 技 種 目   

        （ 今 大 会 も す べ て マ ネ キ ン 競 技 ）  

【 第 １ 部 門 】 ク ラ シ カ ル ・ ク リ エ イ テ ィ ブ ス タ イ ル  

【 第 ２ 部 門 】 レ デ ィ ス カ ッ ト ・ ク リ エ イ テ ィ ブ ス タ イ ル  

【 第 ３ 部 門 】 H a i r  C r e a t i o n－ 2 0 2 6「 E a n c e」  

【 第 ４ 部 門 】 ヘ ア ピ ー ス  

【 第 ５ 部 門 】 ク ラ シ カ ル カ ッ ト バ リ エ ー シ ョ ン ヘ ア   

 

４ ． 表 彰  

 各 部 門 ご と に 上 位 ３ 名 （ 優 勝 ・ 準 優 勝 ・ ３ 位 ）  

              （ 但 し 、 出 場 者 参 加 人 数 に よ り 変 更 も あ る 。 ）  

 

５ ． 出 場 資 格  

 全 部 門 、 理 容 師 免 許 を 取 得 し て い る 者 で 、 茨 城 県 理 容 組 合 員 及  

 び 従 業 員 。 も し く は 理 容 学 校 生 で あ る こ と 。  

 

６ ． 出 場 申 込  

    県 組 合 所 定 の 出 場 申 込 書 に 所 定 事 項 を 明 記 し 、 各 支 部 長 ・  

   県 事 務 局 に 提 出 す る こ と 。 ま た 同 時 に 出 場 料 を 収 め る こ と 。  

 

７ ． 大 会 出 場 料  5 , 0 0 0 円 （ 学 生 は 無 料 ）  

 

８ ． 申 込 書 配 布  

 令 和 7 年 1 2 月 1 0 日 ～  

 配 布 先  支 部 長 又 は 県 組 合 H P  

 

１ ０ ． 申 込 締 切 日  

 令 和 8 年 3 月 2 7 日 （ 支 部 長 必 着 の こ と ）  

 支 部 長 は ま と め て 3 月 3 1 日 ま で に 県 組 合 に 申 込 す る こ と 。  

 

１ １ ． そ の 他  

    ・ 各 種 目 競 技 に お い て 出 場 参 加 人 数 が 少 数 の 場 合 そ の 種 目 の み  

 中 止 す る 事 が あ り ま す 。  

 ・ 食 事 等 （ 飲 食 物 ） は 個 人 で 用 意 し て 下 さ い 。  

 



 ・ 会 場 内 土 足 禁 止 に な っ て お り ま す の で 、 必 ず 上 履 き を ご 持 参  

 下 さ い 。 ま た 応 援 者 ・ 見 学 者 に も お 伝 え 下 さ い 。  

 ・ 喫 煙 に 関 し て は マ ナ ー を 守 り 喫 煙 所 で お 願 い 致 し ま す 。  

   ・ 駐 車 場 は 近 隣 有 料 駐 車 場 を ご 利 用 下 さ い 。  

 

 ＊ ＊ ＊ 競 技 事 項 ＊ ＊ ＊   

１ ． 各 部 門 共 通 禁 止 事 項  

⑴ 競 技 時 間 開 始 前 に マ ネ キ ン ヘ ッ ド に 触 れ る こ と 。  

⑵ ヘ ア ア ク セ サ リ ー 、 つ け 毛 等 を モ デ ル に 装 着 す る こ と （ ヘ ア ピ

ー ス 部 門 の ヘ ア ピ ー ス を 除 く ）。  

⑶ カ ラ ー ス プ レ ー 、 カ ラ ー パ ウ ダ ー 及 び そ れ に 類 似 す る も の を 使

用 す る こ と 。  

⑷ 電 気 器 具 を 複 数 台 コ ン セ ン ト に つ な ぐ こ と 。  

⑸ 競 技 中 、 未 消 毒 の 道 具 の 使 用 や 、 モ デ ル の 髪 に 息 を 吹 き か け る

な ど の 不 衛 生 な 行 為 。  

⑹ 通 信 機 能 付 き の 腕 時 計 を つ け て い る こ と 。  

２ .  減 点 事 項  

  次 に 掲 げ る 項 目 に 該 当 す る 場 合 は 減 点 と す る 。  

  ⑴ 所 定 の 技 術 及 び 髪 型 に 適 合 し な い 場 合 。  

  ⑵ 競 技 時 間 を 超 過 し た 場 合 。  

  ⑶ 所 定 の 用 具 、 整 髪 料 以 外 の も の を 使 っ た 場 合 。  

  ⑷ モ デ ル 審 査 を 受 け て い な い モ デ ル を 使 っ た 場 合 。  

  ⑸ モ デ ル に 傷 を 与 え た 場 合 。  

⑹ 各 部 門 共 通 禁 止 事 項 を 守 ら な い 場 合 。  

⑺ 刈 布 、 タ オ ル を つ け て い な い 場 合 。  

  ⑻ 競 技 完 了 の 表 示 を 行 わ な か っ た 場 合 。  

  ⑼ 監 視 委 員 の 指 示 に 従 わ な か っ た 場 合 。  

３ ． 競 技 完 了 の 表 示  

各 部 門 と も す べ て 競 技 完 了 の 表 示 は 、刈 布 、タ オ ル を 外 し 、モ デ ル

を 審 査 用 の テ ー ブ ル ク ラ ン プ に 移 動 し 、 モ デ ル か ら 一 歩 後 方 に 退

い た 後 、 手 を 挙 げ て 行 う こ と 。  

４ ． モ デ ル 審 査 に 関 す る 事 項  

   ⑴ マ ネ キ ン の 底 以 外 に 、 氏 名 等 を 書 き 込 ま な い こ と 。  

   ⑵ カ ッ ト 以 外 の 事 前 処 理 は 自 由 。  

 ⑶ 競 技 出 場 前 の 所 定 の 時 間 に 集 合 し 、選 手 受 付 後 、首 に ゼ ッ ケ ン 番

号 を 貼 付 し た マ ネ キ ン を 選 手 が モ デ ル 審 査 会 場 に 搬 入 し 、モ デ ル

審 査 を 受 け る も の と す る 。衣 装 を 付 け な い 状 態 で モ デ ル 審 査 を 受

け る こ と（ ヘ ア ピ ー ス 部 門 は ヘ ア ピ ー ス を 装 着 し た 状 態 で モ デ ル

審 査 を 受 け る こ と ）。  

⑷ 洗 髪 後 の 乾 燥 し た 状 態 で 、頭 部 全 体 の い ず れ か の 一 部 分（ 約 ２ ㎠ ）

の 毛 髪 3 ㎝ の カ ッ ト を モ デ ル 審 査 委 員 よ り 受 け 、 そ の 後 毛 髪 を

十 分 に 濡 ら す も の と す る 。第 ４ 部 門 モ デ ル は 毛 髪 は 濡 ら さ な い 。 

⑸ マ ネ キ ン 設 置 後 は 、 選 手 は モ デ ル に 接 触 で き な い も の と す る 。 



⑹ メ イ ク チ ェ ッ ク は 選 手 が 競 技 時 間 内 に 行 う も の と す る 。  

⑺ モ デ ル 審 査 に お い て 疑 義 の あ っ た 場 合 、 選 手 は 入 場 後 ア テ ン シ

ョ ン カ ー ド に よ り 競 技 エ リ ア 内 で 伝 達 さ れ る 。  

５ ． 競 技 種 目 に 関 す る 事 項  

  【 第 １ 部 門 】  ク ラ シ カ ル ・ ク リ エ イ テ ィ ブ ス タ イ ル  

⑴  モデル規定   ① モ デ ル は メ ン ズ マ ネ キ ン 。  

 ② ヘ ア は 総 体 的 に ブ ラ ン ト 状 が 確 認 で き 、 ３ ㎝  

以 上 カ ッ ト で き る モ デ ル で あ る こ と 。  

 ③ ホ ー ス シ ュ ー（ O 字 ）パ ー ト ラ イ ン 下 に は 、カ ラ  

ー 以 外 の 薬 液 処 理 が さ れ て い な い モ デ ル で あ る  

こ と 。  

⑵ 競 技 規 定  ① カ ッ ト は 総 体 的 に ３ ㎝ 以 上 行 う こ と 。  

② 男 性 ら し い ク ラ シ カ ル カ ッ ト を 施 し た 、ク リ エ イ

テ ィ ブ な ス タ イ ル を 表 現 す  

      ③ ヘ ム ラ イ ン は 男 性 ら し い シ ャ ー プ な 仕 上 が り で 、

ネ ー プ に は 鮮 や か な 色 彩 を 施 す こ と 。  

④ ト ッ プ ス （ ト ッ プ 、 フ ロ ン ト 、 ク ラ ウ ン 含 む ） 

に は ク リ エ イ テ ィ ブ な デ ザ イ ン が 表 現 さ れ て  

い る こ と 。  

⑤ ヘ ア カ ラ ー リ ン グ は 自 由 。 但 し 、 ホ ー ス シ ュ ー

（ O 字 ） パ ー ト ラ イ ン 下 は 黒 の み 。  

⑥ 競 技 中 は ス タ ン ド ク ラ ン プ を 使 用 す る こ と 。競 技

終 了 時 に は 必 ず テ ー ブ ル に つ け た 審 査 用 の テ ー

ブ ル ク ラ ン プ に マ ネ キ ン を 装 着 す る こ と（ ク ラ ン

プ は 持 参 す る こ と ）。  

⑶ 競 技 時 間  カ ッ ト ・ ス タ イ リ ン グ 3 5 分 （ 但 し 、 開 始 2 0 分 以 内

に ス タ イ リ ン グ に 入 っ て は な ら な い ）。  

⑷ 用   具  自 由（ 但 し 、ク リ ッ パ ー 、ト リ マ ー は 使 用 不 可 ）。  

⑸ 整  髪  料  自 由 。  

⑹ 衣   装  マ ネ キ ン に は ヘ ア デ ザ イ ン に 合 わ せ た 衣 装（ 上 半 身

の み ）を 、競 技 終 了 後 に 設 け る １ 分 間 の 衣 装 着 用 時

間 内 に 着 用 さ せ る こ と 。  

⑺ 審 査 規 定  審 査 は 作 ら れ た ヘ ア ス タ イ ル が 競 技 規 定 に 則 っ

て い る か を み る 。  

【 第 ２ 部 門 】  レ デ ィ ス カ ッ ト ・ ク リ エ イ テ ィ ブ ス タ イ ル  

⑴  モデル規定   ① モ デ ル は レ デ ィ ス マ ネ キ ン 。  

② ヘ ア は 総 体 的 に ブ ラ ン ト 状 が 確 認 で き 、３ ㎝ 以 上

カ ッ ト で き る モ デ ル で あ る こ と 。  

⑵  競 技 規 定   ① カ ッ ト は 総 体 的 に ３ c m 以 上 行 う こ と 。  

② 女 性 ら し さ を 追 求 し た ク リ エ イ テ ィ ブ な デ ザ イ

ン で あ る こ と 。  



③ 女 性 ら し さ を 追 求 し た ヘ ア カ ラ ー リ ン グ が 施 さ れ

て い る こ と 。  

④ ヘ ア デ ザ イ ン に 合 わ せ 、 メ イ ク ・ 衣 装 を ト ー タ ル

コ ー デ ィ ネ ー ト す る こ と 。  

⑤ 競 技 中 は ス タ ン ド ク ラ ン プ を 使 用 す る こ と 。競 技

終 了 時 に は 必 ず テ ー ブ ル に つ け た 審 査 用 の テ ー

ブ ル ク ラ ン プ に マ ネ キ ン を 装 着 す る こ と（ ク ラ ン

プ は 持 参 す る こ と ）。  

⑶ 競 技 時 間  カ ッ ト ・ ス タ イ リ ン グ 3 5 分 。  

⑷ 用   具  自 由 。  

⑸ 整  髪  料  自 由 。  

⑹ 衣   装  マ ネ キ ン に は ヘ ア デ ザ イ ン に 合 わ せ た 衣 装 ・ 装 飾 品

（ 上 半 身 の み ）を 、競 技 終 了 後 に 設 け る １ 分 間 の 衣

装 着 用 時 間 内 に 着 用 さ せ る こ と 。  

⑺ 審 査 規 定  審 査 は 作 ら れ た ヘ ア ス タ イ ル が 競 技 規 定 に 則 っ

て い る か を み る 。  

  【 第 ３ 部 門 】  H a i r  C r e a t i o n－ 2 0 2 6「 E a n c e」  

 ⑴ モデル規定 ① モ デ ル は マ ネ キ ン 。 メ ン ズ 、 レ デ ィ ス は 問 わ な

い 。  

② ヘ ア は 総 体 的 に ブ ラ ン ト 状 が 確 認 で き 、 ３ ㎝  

以 上 カ ッ ト で き る モ デ ル で あ る こ と 。  

⑶  競 技 規 定    ① カ ッ ト は 総 体 的 に ３ c m 以 上 行 う こ と 。  

      ②「 E a n c e」が 提 案 す る メ ン ズ ス タ イ ル で あ る こ と 。 

③ ヘ ア カ ラ ー リ ン グ は 、 日 本 人 の 黒 髪 を 活 か し ハ

イ ラ イ ト で 立 体 感 と 軽 さ を プ ラ ス す る こ と 。  

         ④ セ イ ム レ イ ヤ ー を ベ ー ス と し た カ ッ ト が 施 さ れ

て い る こ と 。  

         ⑤ ピ ン パ ー マ で 、 柔 ら か い 動 き と ド レ ス ダ ウ ン し

た 雰 囲 気 を 出 す こ と 。  

         ⑥「 E a n c e 」の 提 案 す る ブ ロ ッ キ ン グ を 必 ず 行 う こ

と 。  

         ⑦ 競 技 中 は ス タ ン ド ク ラ ン プ を 使 用 す る こ と 。 競

技 終 了 時 に は 必 ず テ ー ブ ル に つ け た 審 査 用 の テ

ー ブ ル ク ラ ン プ に マ ネ キ ン を 装 着 す る こ と（ ク ラ

ン プ は 持 参 す る こ と ）。  

（ ク ラ ン プ は 持 参 す る こ と ）。  

⑶ 競 技 時 間  ブ ロ ッ キ ン グ ・ カ ッ ト ・ ス タ イ リ ン グ 3 5 分  

⑷ 用   具  自 由 （ 但 し 、 ヘ ア ア イ ロ ン の 使 用 は 禁 止 ）。  

⑷  整  髪  料  自 由 。  

⑹ 衣   装  マ ネ キ ン に は「 E a n c e」の コ ン セ プ ト に 合 わ せ た 衣 装

（ 上 半 身 の み ）を 、競 技 終 了 後 に 設 け ら れ る １ 分 間

の 衣 装 着 用 時 間 内 に 着 用 さ せ る こ と 。  

⑺ 審 査 規 定  審 査 は 作 ら れ た ヘ ア ス タ イ ル が 競 技 規 定 に 則 っ

て い る か を み る 。  

 



【 第 ４ 部 門 】  ヘ ア ピ ー ス  

⑴ モデル規定 ① モ デ ル は メ ン ズ マ ネ キ ン 。 フ ロ ン ト （ 前 額 髪 際 線 ）

か ら 事 前 に 剃 毛 し て お く こ と 。  

     ② ヘ ア ピ ー ス は ㈱ ア デ ラ ン ス 提 供 の も の を 使 用 し 、ヘ

ア ピ ー ス の 髪 の 長 さ は 1 5 ㎝ 以 上 あ る こ と 。  

     ③ ヘ ア は 総 体 的 に ブ ラ ン ト 状 が 確 認 で き 、 ３ ㎝ 以 上

カ ッ ト で き る こ と 。  

⑵ 競 技 規 定 ① カ ッ ト は 総 体 的 に ３ c m 以 上 行 う こ と 。但 し 、も み あ

げ は 事 前 に カ ッ ト で き る 。  

② ヘ ア カ ラ ー を 施 し た フ ァ ッ シ ョ ン 性 の あ る  

サ ロ ン ス タ イ ル 。  

     ③ ヘ ア カ ラ ー は 黒 ・ 白 ・ ブ ラ ウ ン ・ シ ル バ ー ・  

ブ ロ ン ド の 中 か ら 最 大 で ３ 色 ま で と す る 。  

     ④ 競 技 中 は ス タ ン ド ク ラ ン プ を 使 用 す る こ と 。 競 技  

終 了 時 に は 必 ず テ ー ブ ル に つ け た 審 査 用 の テ ー ブ  

ル ク ラ ン プ に マ ネ キ ン を 装 着 す る こ と  

（ ク ラ ン プ は 持 参 す る こ と ）。  

⑵  競 技 時 間  カ ッ ト ・ ス タ イ リ ン グ 3 5 分（ 但 し 、開 始 1 5 分 以 内 に  

ス タ イ リ ン グ に 入 っ て は な ら な い ）。  

⑷ 用   具  自 由 。  

⑸ 整  髪  料  自 由 。  

 

⑹ 衣   装  マ ネ キ ン に は ヘ ア デ ザ イ ン に 合 わ せ た 衣 装（ 上 半 身

の み ）を 、競 技 終 了 後 に 設 け ら れ る １ 分 間 の 衣 装 着

用 時 間 内 に 着 用 さ せ る こ と 。  

⑺ 審 査 規 定  審 査 は 作 ら れ た ヘ ア ス タ イ ル が 競 技 規 定 に 則 っ

て い る か を み る 。  

【第５部門】クラシカルバックバリエーションヘア 

     ( 1 )  競 技 規 定   

  ① 伝 統 的 な ク ラ シ カ ル カ ッ ト に よ る 美 し い 刈 り 上 げ と  

           フ ァ ッ シ ョ ン 性 の あ る ス タ イ ル で あ る こ と 。  

  ② フ ロ ン ト の デ ザ イ ン は 自 由 。  

      ③ フ ロ ン ト デ ザ イ ン や カ ラ ー リ ン グ 等 、 ト ー タ ル 的 に 調 和 が  

          と れ た ス タ イ ル で あ る こ と 。  

   ④ 競 技 中 の ス タ ン ド ク ラ ン プ 等 の 使 用 は 認 め る が 、競 技 終 了 時  

          に は 必 ず テ ー ブ ル に 固 定 の ク ラ ン プ に マ ネ キ ン を 装 着 し 、  

          仕 上 が り 審 査 を 受 け る こ と （ ク ラ ン プ は 持 参 す る こ と ） 。  

     ⑤ マ ネ キ ン の ボ デ ィ ー と 衣 装 は 自 由 。  

     ⑥ マ ネ キ ン の ボ デ ィ ー 、衣 装 の 着 用 、仕 上 が り 審 査 時 の 角 度 の  

          調 整 等 す べ て は 、 競 技 時 間 内 に 行 う こ と 。  

      ( 2 )  競 技 時 間  カ ッ ト 、 セ ッ ト 3 5 分 （ 時 間 配 分 は 自 由 ） 。  



      ( 3 )  用 具   自 由 。  

      ( 4 )  整 髪 料  自 由 。  

 

 ＊ ＊ ＊ 審 査 事 項 ＊ ＊ ＊   

１ ． 審 査 委 員  

  審 査 委 員 は 若 干 名 と し 、 う ち １ 名 が 委 員 長 、 １ 名 が 副 委 員 長 に  

  あ た り 、 そ れ ぞ れ 次 に よ り 分 担 し 審 査 業 務 を 行 う も の と す る 。  

( 1 )  委  員  長  審 査 委 員 を 代 表 し 、 審 査 全 般 を 監 理 す る と と も に 、

        審 査 表 （ モ デ ル 審 査 表 を 含 む ） を そ れ ぞ れ と り  

ま と め 、 精 算 委 員 長 に 提 出 す る ほ か 、 こ の 審 査 事 項 に  

定 め る 以 外 と く に 必 要 と す る 事 項 に つ い て 定 め 、  

こ れ を 行 う 。  

( 2 )  副 委 員 長  審 査 委 員 長 を 補 佐 し 、 審 査 委 員 長 に 事 故 あ る 時 は  

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

( 3 )  委   員  審 査 事 項 に 定 め ら れ た 業 務 を 行 う 。  

 

２ ． 審 査 結 果 の 発 表  

  審 査 結 果 に 関 す る 発 表 は 、 す べ て 審 査 委 員 長 が こ れ を 行 う 。  

 

３ ． 審 査 要 項  

審 査 は 作 ら れ た ヘ ア ス タ イ ル が 競 技 規 定 に 則 っ て い る か を み る 。  

 

４ ． 審 査 時 間  

各 部 門 と も 3 0 分 以 内 と す る 。 （ 但 し 、 モ デ ル 審 査 時 間 を 除 く ）  

 

５ ． 審 査 委 員 打 合 会  

大 会 前 に 決 定 さ れ た 日 時 に 開 催 さ れ る 審 査 委 員 打 合 会 に  

出 席 し な け れ ば な ら な い 。  

 

６ ． 採 点 の 方 法  

( 1 )採 点 は す べ て 1 0 0 点 満 点 制 と し 、 所 定 の 審 査 表 に よ り 行 う 。  

( 2 )得 点 数 が 同 じ と き は 、 審 査 委 員 長 が そ の 順 位 を 決 定 す る 。  

 （ 委 員 長 の 採 点 は 精 算 に 加 え な い も の と す る ）  

( 3 )仕 上 が り 審 査 時 の モ デ ル に つ い て 、必 ず テ ー ブ ル に 固 定 の ク ラ ン プ に  

    装 着 し 、 審 査 を 受 け る も の と す る 。  

 

７ ． モ デ ル 減 点  

モ デ ル 審 査 は そ の 公 正 を 期 す る た め 、 ５ 点 以 内 の モ デ ル 減 点 を 行 う  

こ と が で き る も の と す る 。  



８ ． 審 査 表 の 取 扱 い  

( 1 )審 査 委 員 は 、 各 審 査 終 了 後 速 や か に 審 査 表 （ モ デ ル 審 査 表 を 含 む ） を

審 査 委 員 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

( 2 )不 完 全 な 審 査 表 が あ っ た 場 合 、 審 査 委 員 長 は そ の 審 査 委 員 の 採 点 を  

そ の 部 門 を 通 じ て 無 効 と す る 。  

( 3 )審 査 委 員 長 は 、 審 査 終 了 後 速 や か に 審 査 表 （ モ デ ル 審 査 表 を 含 む ） を

精 算 委 員 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

９ ． そ   の   他  

タ イ ム 票 の 取 扱 い は 次 に よ る も の と す る 。  

( 1 )タ イ ム 係 は 、 タ イ ム 票 に 各 選 手 の 競 技 時 間 を 正 確 に 記 録 し 、  

  タ イ ム 係 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

( 2 )タ イ ム 係 長 は タ イ ム 票 を と り ま と め 、 審 査 委 員 長 に 提 出 す る も の  

と す る 。  

＊ ＊ ＊  選 手 の 留 意 事 項 ＊ ＊ ＊   

１ ． 選 手 は 大 会 の 主 旨 を よ く 理 解 し 、 競 技 の 勝 敗 に と ら わ れ る こ と な く 、

理 容 業 の 本 質 を わ き ま え 、消 毒 衛 生 の 遂 行 並 び に 容 姿 、態 度 等 に 十 分 留 意

す る こ と 。  

２ ． 選 手 は 大 会 要 項 及 び 競 技 事 項 に 定 め ら れ た 事 項 を 順 守 す る こ と 。  

３ ．選 手 は 競 技 事 項 に も と づ く 用 具 の ほ か 、刈 布 、タ オ ル を 持 参 す る こ と 。 

４ ．マ ネ キ ン を 競 技 出 場 前 の 所 定 の 時 間 に 持 参 し 、モ デ ル 審 査 を 受 け な け

れ ば な ら な い の で 、モ デ ル 審 査 を 受 け る 際 に 毛 髪 を 水 ス プ レ ー で 濡 ら す の

で 、選 手 は タ オ ル を 持 参 し マ ネ キ ン の 横 に 置 く こ と 。衣 装 を 付 け な い 状 態

で モ デ ル 審 査 を 受 け る こ と 。    

５ ． モ デ ル 審 査 の 結 果 に 対 し 不 服 の あ る 選 手 は 出 場 を 取 り 消 す 場 合 が  

あ る 。  

６ ． 選 手 の 椅 子 番 号 は 大 会 当 日 、 競 技 種 目 ご と に 発 表 す る 。  

７ ． 選 手 の 器 具 等 の 事 故 は 、 選 手 の 責 任 と す る 。  

８ ． 選 手 は 大 会 当 日 の 「 表 彰 式 」 に ユ ニ フ ォ ー ム を 着 用 し 参 加 す る こ と 。 

９ ． 選 手 は 競 技 中 に 手 首 か ら 指 先 に 一 切 の 付 属 品 を 付 け な い こ と 。 但 し 、

取 り 外 す こ と が 困 難 な 場 合 、 競 技 会 場 に お い て 監 視 委 員 に 申 告 す る こ と 。 

１ ０ ． 器 具 は 床 の 上 に 置 か な い こ と 。  

１ １ ．競 技 中 に 時 計（ ﾀ ｲ ﾏ ｰ）を 使 用 す る 場 合 は 、ｱ ﾗ ｰ ﾑ等 音 を 出 さ な い こ と 。 

 ＊ ＊ ＊ そ の 他 の 事 項 ＊ ＊ ＊   

 こ こ に 定 め る 以 外 に 、大 会 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、全 国 理 容 競 技 大 会

運 営 規 程 、全 理 連 関 東 甲 信 越 理 容 競 技 大 会 運 営 規 程 及 び 茨 城 県 理 容 競 技 大 会

運 営 規 程 に よ る も の と す る 。  



67ｔｈ 茨 城 ヘ ア ー フ ェ ス タ ～テクニック＆モード～出 場 申 込 書

( )第1部 門 ( )第5部 門

出 場 ( )第2部 門 左記 の 該 当 す

( )第3部 門 る部 門 に ○ 印

種 目 ( )第4部 門 を記 入 下 さ い

ふ り が な 性 別 男 ・ 女

選
氏 名 郵 便番 号 －

現 住 所

生 年 月 日 年 月 日生 年 齢 満 歳

理 容 師 免 許 S / H 年 月 日 （ 大臣都 府県 号 ）

電 話 番 号 － － 店 主 ・ 従業 員

手 養 成 施 設 卒業 S / H 年 月 施 設名

競 技 会 経 歴
県 大 会 出場 回 数 回 目 関東 甲 信 越大 会 回

全 国 大 会 回

理 容 店 名

理 容 店 主 名

住 所

郵 便 番 号 － 電話 番 号 － －

申 込 日 年 月 日申 込

※ 年 齢 は 令 和 ８年 ４ 月 １ 日 現在 で 記 入す る こ と 。

※ 記 入 は 鉛 筆 ・シ ャ ー プ ペ ンシ ル 等 は不 可 と す る。

※ ３ 月 ２ ７ 日 （支 部 長）、 ３月 ３ １ 日 （ 組合 事 務 所 ） 締切 厳 守
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